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子どもが幸せに育つうえで大きな要因の一つは親であり，親のおかれている環境の影響

は大きいものである．近年，ひとり親世帯や共稼ぎ世帯などの増加で保育所の待機児童が

社会問題となっている．さらに，核家族化が進み，近隣とのつながりが薄くなり，育児の

伝承や支援が受けにくくなってきていることから，育児の孤立化が問題となり，子育て支

援の体制づくりが強く求められてきている．

子育て支援策として国は 1994 年に『エンゼルプラン』を皮切りに，2010 年には子育て

は家庭だけではなく社会全体で支える仕組みが必要であると『子ども・子育てビジョン』を

施行した．さらに，保育の量的拡大や，教育・保育の質的改善を目指して『子ども・子育

て支援新制度』を 2015 年 4 月の施行にむけて準備を進めている．

子どもを取り巻く家庭環境や社会環境が大きく変化するなか，保育の中心を担う保育士

に寄せる社会の期待が大きくなり，2001 年には『児童福祉法』が改正され，保育士の資格

が法定化された．保育士は専門知識と技術をもって，子どもの保育に加え，保護者への指

導援助を行うことが明記された．

さらに，2008 年には，幼児教育の重要性から『幼稚園教育要領』と『保育所保育指針』の

改定があった．子どもの「生きる力」を高めるための“健康”“人間関係”“環境”“言葉”“表

現”の 5 領域の強化と，保護者に対する支援が共通のねらいである．

保護者支援のポイントは，家族を取り巻く背景（少子化，都市化，核家族化，ひとり親

世帯，家庭経済の動向など）を理解し，保護者と保育士とのよい関係をつくることである．

しかし，今日では，育児中の親との接触が少ない学生が多いことから，各章ごとに事例を

取り入れて具体的に理解しやすい内容となるように努めた．

本書は，家族が抱える多様な問題に保育士が鳥
ちょうかんてき

瞰的（鳥が高い所から全体を大きく眺め

渡すこと）な視野でとらえ，支援できるように，ソーシャルワークの基礎を「相談援助」で

学び，その応用として「保護者支援」が学べるように 1 冊に集約されている．国から提示

された内容も盛り込みながら，総合的にソーシャルワークを学ぶことができるように考慮

した．

本書が皆様の学習や実践に役立ち，子どもと親の幸せにつなげていただけたら望外の幸

せである．

末尾ではあるが，本書の刊行に際して，終始われわれをご支援くださった中山書店の鈴

木幹彦氏，佐藤貢氏をはじめ関係諸氏にこの場を借りて感謝の意を表したいと思う．

2014 年 3 月

札幌大谷大学短期大学部  保育科  准教授

小橋明子

序
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相談援助

第 1 章

相談援助の概要

社会福祉専門職としての「相談援助」を理解する
●● 第 1 章では，保育士に求められている「相談援助」がどのような
しくみのもとに社会福祉を支えているのか，またその理論的基盤や
重要性など，社会福祉専門職としての「相談援助」の概要について
説明している．

●● 具体的には大きく次の 3点にまとめることができる．

▶▶①「相談援助」の理論的基盤や意義．
▶▶②ソーシャルワークとは何か，ソーシャルワークとしての
「相談援助」とは何か．

▶▶③保育におけるソーシャルワークの必要性と保育士の行う
相談援助の範囲．

●● この章では，日常生活のなかでは聞きなれない言葉や抽象的な考え
方が多く出てくるため，難しさを感じるかもしれない．しかし，専
門職としての役割を果たすためには必要な知識である．

●● なぜなら，保育士を目指すみなさんが何を求められ，また，自分が
どのような立場でどのように援助をしていくのかという「保育士と
しての立ち位置」を知るための内容が書かれているからである．
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1章 相談援助の概要

1-1 相談援助の理論

1 社会福祉実現の方法としての相談援助

相談援助の 3つの側面＊1

①社会福祉政策，行政としての相談援助

•	国や地方自治体が人々の福祉を実現するための仕組みとしての相談援助．保
育士が人々に果たす役割やその目的・対象・保育士の行う相談援助の範囲な
ど専門職実践の枠組みとして示される．

②保育所などが行うサービスとしての相談援助

•	政策や指針および行政の指導に基づいて保育所で行われる業務・サービスと
しての相談援助．相談援助を行うための職場・職員体制の整備，職場内外の
専門職や機関との連携を含む．

③保育士が有する技術や実践としての相談援助

•	一人ひとりの保育士を通して行われる相談援助実践．または具体的対応のた
めの実践方法や価値・知識・技術．

社会福祉の実現としての相談援助
子どもの福利を支える，社会福祉の実現

•	『保育所保育指針』では，保育所の役割について，「入所する子どもの最善の
利益を考慮し，その福祉を積極的に増進する」ことをはじめとして，「子ども
の保護者に対する保育に関する指導を行う」こと，「家庭や地域の様々な社会
資源との連携を図りながら，入所する子どもの保護者に対する支援および地
域の子育て家庭に対する支援等を行う」ことなどを示している．
•	全国保育士会倫理綱領（2003 年）の前文においては，次の 3つの柱が示され
ている．

社会福祉の「相談援助」に
はいろいろな側面がある．

保育士が行う相談援助は
何を目標にしているのか．

学習のポイント

1．「相談援助」に含まれるさまざまな意味について理解する．
2．この科目のなかで「相談援助」の何を学ぶのかを明確にする．
3．社会福祉専門職の行う「相談援助」の理論的基盤や仕組みを理解する．

＊1：この科目では，主に
②，③についての理
解・技術の習得を目
指す．



1-1　相談援助の理論

� 9

▶▶私たちは，子どもの育ちを支えます．
▶▶私たちは，保護者の子育てを支えます．
▶▶私たちは，子どもと子育てにやさしい社会をつくります．

•	保育所や保育士の実践の最大の目標は，子どもの福利を守り支えることであ
る．子どもの福利をその保護者や地域とともに社会全体で支える，社会福祉
の実現を目指していくことが専門職としての保育士の役割であり，その一つ
の方法として保育士による相談援助がある．

社会福祉の実現の仕組みと相談援助

•	一人の保育士が行う相談援助実践が，子どもの育ちや子どもの最善の利益，
あるいは保護者を支える「社会福祉の実現」につながる仕組みは以下のように
なっている（❶）．

環境
（地域・資源）

国
行政 保育所 保育士

＊2

社会福祉の実現

保護者子ども

❶ 社会福祉実現の仕組み

2 相談援助の理論

相談援助の視点と基盤となる理論

•	社会福祉専門職による相談援助には，援助者のものの見方や状況のとらえ方
を示す理論，援助の方向性を示す理論があり，これらの理論に基づいて相談
援助実践が行われる．

エコシステム（ecosystem）の考え方

•	エコシステムの考え方とは，人々が抱える問題や生活上の支障は，ある一つ
の要素に起因するのではなく，その周辺の要素との交互作用関係のなかで発
生しているという捉え方である＊3．
•	「周辺の要素」には，個人や家族だけでなく組織や地域，その時代の文化や自
然環境・物理的環境なども含まれ（❷），システム理論と生態学に基盤をおい
ている．

援助者の基本的なものの
見方を示す理論（考え方）
を知ろう．

＊3：エコシステムの基盤
となる生態学的視座
を取り入れた代表的
なアプローチとして
エコロジカル・アプ
ローチがあげられる．

＊2：このとき保育士は，子
どもや保護者や地域
への働きかけだけで
なく，その直接的な
かかわりから，どの
ような効果があるの
か，あるいはどのよ
うな不安や不備があ
るのかということを，
保育所や行政，国へ
フィードバックして
いくことも大事にな
る．

生態学

生物とそれをとりまく環境
の相互関係を研究し，生態
系の構造と機能を明らかに
する学問である．
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第 1 章

保育相談支援とは

●● 工業化の進展による都市への人口集中は，核家族の増加と地域のコ
ミュニティー機能を弱体化させ，親や子どもの環境を大きく変えた．
さらに，人々は豊かな生活を目指し，大学の進学率は向上し，晩婚
化，女性の社会進出が進んでいる．そのため現在の親たちも少子化
の時代に育ってきている．

●● 親も家庭内や地域での子どもや大人との豊かなふれあいの経験が少
なく，しかも近代化された生活で効率性や合理性を重視した生活を
送ってきており，マニュアルどおりにいかない育児に対し親の負担
感や不安感が強い．以上のことから，子育ての第一人者である親が
安心して子育てができるように保育士の専門性を生かした支援をす
ることが期待されている．

●● 本章では，保護者や子どものおかれている現状を把握し，保護者支
援のあり方を具体的に学ぶ．

●● 保育士は，資格の法定化による名称独占の責務を受け止め，保育の
知識や技術をベースにソーシャルワークの技術を網羅して，保護者
支援にあたるよう国から求められてきている．
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1章 保育相談支援とは

1 保育相談支援の導入経過

•	保育士資格の法定化＊1 により保育士の業務に「児童の保護者に対する保育に
関する指導」が規定され，新保育士養成課程に「保育相談支援」が導入される
までの経過は以下の通りである．	
① 2001 年→児童福祉法の改正で保育士資格の法定化．2003 年から施行．	
② 	2002 年→厚生労働省ブロック別研修会「新しい保育士のあり方に関する
研修会」	
③ 	2002 年→子育て支援に関連して保育士養成課程に「社会福祉援助技術
（演習）」が導入される．	
④ 	2008 年→厚生労働省の「保育所保育指針解説書」では，「児童の保護者に
対する指導」を「保育指導」とし，「保育指導とは，子どもの保育の専門
性＊2 を有する保育士が保育に関する専門的知識・技術を背景としなが
ら，保護者が求めている子育ての問題や課題に対して，保護者の気持ち
を受け止めつつ，安定した親子関係や養育力の向上を目指して行う子ど
もの養育（保育）に関する相談・助言，行動見本の提示その他の援助業務
の総体」であると定義している．	
⑤ 	2010 年→保育士養成課程が改正され「保育相談支援」が導入され，2011
年度の入学生から教授される．

1-1 保護者に対する保育相談支援の意義

学習のポイント

1．�保育相談支援の導入経過について学ぶ．
2．保育士資格と業務規定について学ぶ．
3．保育士の専門性を生かした保護者支援である保育相談支援とは何か．
4．保育相談支援と相談援助の関係を理解する．
5．保育相談支援のねらいを理解する．

＊1：2008年，保育所保育
指針の改定：第6章
「保護者に対する支
援」．

＊2：保育士の専門性を生
かした保護者支援に
はどのようなことが
あるか．
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2 保育士資格の法定化と業務について

•	保育士資格の法定化の背景には，資格の詐称や，保育施設内での虐待などの
問題がある．これまでの保育士資格は児童福祉法施行令で定められた児童福
祉施設で働くための任用資格であり，無資格者が保育士を偽証しても罰する
ことができなかった．
•	保育士資格の法定化（児童福祉法第 18 条の 4）により❶のように規定された．

❶ 保育士資格の法定化

①「保育士の定義」
　児童福祉法第 18条の18第 1項の登録を受け，保育士の名称を用いて，専門的
知識及び技術をもって児童の保育及び保護者に対する保育に関する指導を行うことを
業とする者．
②保育士資格の名称独占化（名称独占）
　◦登録制度の導入（18条の18第 1項）
　◦無資格者が「保育士」を名乗ることを禁止（18条の23）

「保育士の業務の追加」（18条の4）
　子育ての基盤となる家庭の機能が低下してきていることから，「保護者への保育に関す
る指導」が追加．
◦義務規定
　①信用失墜行為の禁止（18条の21）
　②守秘義務（18条の22）※違反者は資格取消又は名称使用の禁止．
　③知識技能の習得（48条の2第 2項）

＊ 2010 年 10 月時点での保育士登録者数は 102 万 4,139 人．

保育所における 2 つの保護者支援

•	保育所における保護者に対する支援は 2つあり，1つは入所している子ども
の保護者に対する支援と，もう 1つは保育所を利用していない子育て家庭を
含めた地域における支援である．前者に関しては，本来業務の中心の機能を
果たすが，後者に関しては本来業務に支障のない範囲において，その社会的
役割を十分自覚し，他の関係機関やサービスと連携を図りながら保育所の機
能や特性を生かした支援を行う．このことから保育士の業務は，家族・地域
などの社会の変化を受けて施設の子どもや保護者に対する支援から，すべて
（地域）の子どもと保護者に対する支援へと拡大された．

3 保育相談支援と相談援助の関係

•	児童虐待や障害児支援など，家族全体の支援を行うときは，保育や保育相談
支援だけでは不十分であり，家族全体に対するアセスメント（課題分析）や関
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